
（増刊 66）東 京 都 公 報令和5年9月29日（金曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

６６

規

則

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
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法
律
施
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細
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一
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○
東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
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規

則

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
三
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
中
「
、
申
請
を
受
理
し
た
日
」
を
「
、
特
定
医
療
費
の
支
給
開
始
日
」
に
、
「
一
年
三

月
」
を
「
一
年
六
月
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
一
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和5年9月29日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 66） ２



（増刊 66）東 京 都 公 報令和5年9月29日（金曜日）３



令和5年9月29日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 66） ４

別
記
第
一
号
様
式
の
三
()表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（増刊 66）東 京 都 公 報令和5年9月29日（金曜日）５

別
記
第
一
号
様
式
の
三
()裏
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和5年9月29日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 66） ６


